
 「実務者のための新しい業務報酬基準の適正活用」講習会のご案内  
 

 
平成２１年１月７日に新しい業務報酬基準が国土交通省告示第１５号として公布・施行されました。 
その後、この告示第１５号の周知・普及のため全国において、一般社団法人 新・建築士制度普及

協会による講習会が開催され、地方公共団体や建築士事務所に対する活用促進が図られました。 

当初だされた告示の解説書（新しい業務報酬基準）では具体的な活用方法が示されていない項目

があるため、今回、告示の活用の考え方を具体的に示した『実務者のための新しい業務報酬基準の

手引き』が発行されました。 

本講習会は、この手引き書をテキストにして、告示の位置づけ・性格、算定方法等の内容を講義し、

告示の活用方法を理解して頂くことを目的として下記のとおり開催いたします。 

 
主 催 （社）岡山県建築士事務所協会 （社）日本建築士事務所協会連合会 
後 援 （社）岡山県建築士会  
開催日時・会場・定員（ＤＶＤによる映像講習） 

開 催 日 時 間 会 場 定 員 

平成２３年 9 月 28 日（水） 
13：30～16：00 
(受付 13：00～) 

岡山県立図書館 2 階 
デジタル情報シアター 

８０名 
（定員になり次第締切） 

※駐車場（有料）に限りがありますので、なるべく公共の交通機関を使ってお越しください。 
受講料等                             建築 CPD 情報提供制度の認定プログラム 

区  分 （社）岡山県建築士事務所協会会員 会 員 外 
受 講 料（Ａ） ２，５００円（税込） ６，５００円円（税込） 
テキスト代（Ｂ） ２，５００円（税込）  

テ キ ス ト 『実務者のための新しい業務報酬基準の手引き』（平成 23 年 7 月 1 日発刊） 
編集：（財）建築技術教育普及センター   発行：（一社）新・建築士制度普及協会 

申込方法 ①受講料等の合計金額[（Ａ）+（Ｂ）]を郵便振替にてお支払いの上、受領証受領証受領証受領証ののののコピーコピーコピーコピーをををを
所定所定所定所定のののの欄欄欄欄にににに貼付貼付貼付貼付てください。（振込手数料は、払込者負担でお願いいたします。） 

②下記の申込書に必要事項を記入の上、申込書申込書申込書申込書（（（（このこのこのこのチラシチラシチラシチラシ））））をををを FAXFAXFAXFAX してください。 
（FAX：０８６－２３１－４５７５） 

申込締切 平成２３年９月１６日（金） 必着（定員になり次第締切とさせて頂きます） 

問合せ先 （社）岡山県建築士事務所協会 
岡山市北区内山下 1-3-19 TEL：086-231-3479 

申  込  書 

ふりがな CPD 番号 

受講者氏名  

勤務先所在地（〒     -       ） 
 
 
勤務先名 

 
 

TEL                 FAX 

受講料等（Ａ）+（Ｂ） 
 

                     円 

□ 岡山県建築士事務所協会会員 □ 会 員 外 

受 講 料（Ａ） □ 2,500 円 □ 6,500 円 

 

テキスト代（Ｂ） □ 2,500 円 
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受領証貼付欄 

郵便局振替口座郵便局振替口座郵便局振替口座郵便局振替口座    

口座番号口座番号口座番号口座番号    01220012200122001220----0000----32577325773257732577    
（（（（社社社社））））岡山県建築士事務所協会岡山県建築士事務所協会岡山県建築士事務所協会岡山県建築士事務所協会 

受領証の控えをもって

領収書に替えさせて頂

きます。 

該
当
の
□
欄
に
チ
ェ

ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い 

注文者には当日受付

にてお渡しします 


